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市町村国保の現状
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（国民健康保険中央会「国保のすがた」より）
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市町村国保の現状
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市町村国保の現状
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市町村国保の現状



国民健康保険制度改正の経緯①
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1.年齢構成
①年齢構成が高く、医療費水準が高い
・平均年齢（令和元年度）：市町村国保（53.6歳）、協会けんぽ（38.1歳）、組合健保（35.2歳）
・前期高齢者の割合（令和元年度）：市町村国保（43.6％）、協会けんぽ（7.7％）、組合健保（3.4％）
・一人あたり医療費令和元年度）：市町村国保（37.9万円）、協会けんぽ（18.6万円）、組合健保（16.4万円）

２.財政基盤
②所得水準が低い
・加入者一人あたり平均所得（令和元年度）：市町村国保（86万円）、協会けんぽ（159万円）、組合健保（227万円）
③保険料負担が重い
・加入者一人あたり保険料／加入者一人あたり所得（平成30年度）
市町村国保（10.3％）、協会けんぽ（7.5%）、組合健保（5.8％）
④保険料（税）の収納率
・収納率：平成11年度 91.38%→令和2年度93.69%

・最高収納率：96.64％（島根県） ・最低収納率：90.26％（東京都）
⑤一般会計繰入
・市町村による法定外繰入額（令和2年度）：約1,379億円 うち決算補てん等の目的：767億円
・決算補填等目的の法定外繰入
平成27年度3,039億円（760市町村） → 令和2年度767億円（269市町村）
・法定外繰入等を行っている市町村数を令和5年度までに100市町村、令和8年度までに50市町村

厚生労働省資料を一部改変

市町村国保の課題
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１．国保に対する財政支援の拡充
→平成27年度から約1,700億円、29年度以降は毎年3,400億円

２．都道府県と区市町村との適切な役割分担
→・都道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的役割を担い制度を

安定化
・市町村は保険料（税）の賦課徴収、被保険者に身近な保険者として保健事業等を
引き続き実施

３．低所得者に対する保険料軽減措置
→・均等割軽減の拡充

対応の方向性

国民健康保険制度改正の経緯②



国保制度改正の概要①（運営の在り方の見直し）
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厚生労働省資料を一部改変

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的
な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
・医療などの給付に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付
・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、区市町村ごとの標準保険料を提示（標準的な
住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料（税）率の決定、
賦課・徴収、保健事業など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行う

市町村

市町村

市町村

【構造的な課題】
・年齢層が高く医療費水準が高い
・低所得者が多い
・小規模保険者が多い

【30年3月まで】市町村が個別に運営

市町村

市町村

市町村

都道府県

【30年4月から】都道府県が財政運営責任を担うなど
中心的な役割

【都道府県の役割】
・財政運営の責任主体（提供体制と双方に責任発揮）
・市町村ごとの納付金を決定
・市町村ごとの標準保険料率等の設定
・市町村が行った保険給付の点検、事後調整
・市町村が担う事務の標準化、効率化、広域化を促進

【市区町村の役割】
・資格管理（被保険者証等の発行）
・保険料（税）率の決定、賦課・徴収
・保険給付
・保健事業

都道府県が市区町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

給付に必要な費用を、
全額市町村に払う（交付金の交付）
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国保制度改正の概要②（都道府県と市町村の役割分担）
厚生労働省資料を一部改変

１．
運営の在り方

○都道府県が、当該都道府県内の市区町村とともに、国保の運営を担う
○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の
確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
○都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市区町村が
担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

国保運営方針にもとづき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進

地域住民と身近な関係の中、資格を管理
（被保険者証の発行）

４．
保険料（税）の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表

・標準保険料率等を参考に保険料（税）率を決
定
・個々の事情に応じた賦課・徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を 全額市町村に対して
支払
・市町村が行った保険給付の点検

保険給付の決定

６．
保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業
の実施
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国保制度改正の概要③（東京都国民健康保険運営方針について）

都と区市町村とが一体となって、国民健康保険に関する事務を共通認識の下で

実施し、安定的な財政運営及び区市町村が担う国民健康保険事業の広域化・効
率化を推進するため、改正後の国民健康保険法第82条の2の規定に基づき、
都内の統一的な方針として、「東京都国民健康保険運営方針」が策定されました。

【主な記載事項】
必須事項

(1)国保の医療費、財政の見通し
(2)市町村の保険料の標準的な算定方法に関する事項
(3)保険料の徴収の適正な実施に関する事項
(4)保険給付の適正な実施に関する事項

任意事項
(5)医療費適正化に関する事項
(6)市町村が担う事務の効率化、広域化の推進に関する事項
(7)保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策に関する事項
(8)施策の実施のために必要な関係市町村相互の連絡調整

【ポイント】

運営方針の中で、安定的な財政運営のため、解消・削減すべき赤字（決算補
填等を目的とする法定外繰入等）の計画的・段階的な解消の取組が必要であ
ると明記されています。



国保事業費納付金とは？

○市町村が支払う保険給付費の全額を、都道府県が市町村

に交付（保険給付費等交付金）するための財源として、

都道府県が市町村から徴収するものです。

○都道府県は、都道府県全体の保険給付費の必要額の

見込みを立て、必要額を市町村ごとの所得水準や

医療費水準を考慮して市町村ごとに配分します。

11

事業費納付金と保険給付費等交付金の仕組みにより、

市町村は、当初の想定より保険給付費が大幅に増加した場合でも
急激な負担の増加は発生しない仕組みとなります。

国保制度改正の概要④



○都道府県が、市区町村のあるべき保険料率の見える化を

図るとともに、市区町村が保険料率を検討する際の参考に

できる値として示すものです。

○都道府県が、市区町村ごとに保険料で集めるべき必要額を

算定し、必要額から予め定めた賦課方式や収納率等、

全市区町村統一の方法で市区町村ごとの保険料率を

算定します。

12

標準保険料率とは？

多摩市では、東京都が毎年示す標準保険料率を参考に、状況に応じて
保険税率を決定します。

国保制度改正の概要⑤
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国保制度改正の概要⑥
令和5年度国保事業費納付金・標準保険料率仮算定結果

【1人当たり納付金及び標準保険料等】

R5仮算定 R4本算定 差額 R5東京都平均 R4東京都平均 多摩市 東京都平均

1人当たり納付金額（円） 187,548 174,462 13,086 204,631 189,368 7.5% 8.1%

1人当たり保険料額（円） 173,528 160,251 13,277 181,949 167,042 8.3% 8.9%

標準保険料率【所得割】 13.16% 12.44% ― 12.89% 12.20% 5.8% 5.7%

標準保険料率【均等割】（円） 82,166 76,258 5,908 80,476 74,775 7.7% 7.6%

【国保事業費納付金及び激変緩和等】

R5仮算定 R4本算定 差額 R5東京都仮算定 R4東京都本算定 多摩市 東京都

納付金額【激変緩和前】（千円） 4,832,437 4,569,280 263,157 464,039,855 436,451,050 5.8% 6.3%

激変緩和（千円） -55,939 -71,084 -15,145 -2,259,895 -1,692,708 -21.3% 33.5%

都の財政支援（千円） -15,645 -1,993 -13,652 -1,508,751 -193,081 - -

年度間調整（千円） 0 0 0 0 0 - -

納付金額【激変緩和後】（千円） 4,760,853 4,496,203 264,650 460,271,210 434,565,261 5.9% 5.9%

賦課すべき保険料必要額（千円） 4,408,987 4,131,624 277,363 408,889,618 382,325,676 6.7% 6.9%

【参考】

R5仮算定 R4本算定 間差 R5東京都仮算定 R4東京都本算定 多摩市 東京都平均

被保険者数【医療・後期】（人） 29,629 30,516 -887 2,592,590 2,673,698 -2.9% -3.0%

被保険者数【介護】（人） 9,777 9,851 -74 944,318 975,243 -0.8% -3.2%

1人当たり所得額【医療分】（円） 739,878 721,655 18,223 813,853 787,463 2.5% 3.4%

医療費指数【年齢調整後】 0.9338 0.9291 ― 0.9668 0.9416 0.5% 2.7%

※保険料額及び標準保険料率算定において、法定外繰入はないものとしている。
※標準保険料率は、平等割や資産割を課している市町村も2方式として算定する。
※標準保険料率の東京都平均は、単純平均である。
※賦課すべき保険料必要額＝{納付金額（激変緩和等後）+加算（保健事業費+葬祭費+出産育児一時金など）-減算（保険者支援制度+保険者努力支援制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+特定健康診査等負担金+出産育児一時金繰入金+過年度保険税（料）収納見込額など}÷標準収納率

対前年度比

対前年度比

対前年度比
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国保制度改正の概要⑦

令和５年度標準保険料率（仮算定）

多摩市（現行） 多摩市 東京都平均

所得割率 5.59% 8.01% 7.85%

均等割額（円） 28,200 48,405 47,475

所得割率 1.82% 2.70% 2.65%

均等割額（円） 11,600 15,791 15,517

所得割率 1.62% 2.45% 2.39%

均等割額（円） 11,800 17,970 17,484

所得割率 9.03% 13.16% 12.89%

均等割額（円） 51,600 82,166 80,476

※多摩市の標準保険料率は、東京都の平均よりも高い。要因としては、他市と比較し

　前期高齢者の割合が高いことが想定される。

医療分

後期支援金分

介護分

合計
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多摩市国民健康保険の現状①

被保険者数は平成23年度をピークに減少傾向であるが、1人当たり医療費は毎
年上昇している。令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り1人当たり医療費は一時的に減少しているが、令和3年度は対前年8.8％増と令
和元年を上回る状況となっている。
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多摩市国民健康保険の現状②

1人当たり医療費は毎年上昇しているが、社会保険適用拡大や後期高齢者医療
制度への移行など、被保険者数が大きく減少したことにより、医療費総額は減
少している。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により特殊な状況と
なっている。
前期高齢者（65歳～74歳）が多いことにより、東京26市平均より１人当たり

医療費は高い。ただし、前期高齢者の１人当たりの医療費は、東京26市平均と
比べて低い。

令和3年度



17

多摩市国民健康保険の現状③
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多摩市国民健康保険の現状④

令和3年度は、被保険者数が対前年2.2％の減となった。保険税率を据え
置いたことにより、対前年では保険税収納額は3％減、1人当たり保険税額は
横ばいとなっている。
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多摩市国民健康保険の現状⑤

保険税率の改定、保険税収納率の向上などの要因により、平成28年度
以降一般会計繰入金（法定外）は減少し、約10億円で推移していたが、
令和2年度約6億円、令和3年度7億6千万円と急激な減少となっている。
これは、保険給付費等交付金の剰余金が法定外繰入を圧縮している状

況となっている。



国保事業費納付金の推移

20

被保険者数は減少しているが、1人当たり納付金額の増により、
納付金総額は増加している。
1人当たり納付金額は医療費、後期支援金、介護納付金の増加な

どに伴い、平成30年度の制度改革時と比較し、23.9％増加してい
る。
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保険税率改定が一般会計法定外繰入に与える影響

※令和6年度以降は、4％増の改定を想定して算出

保険税改定率による一般会計法定外繰入額推計（令和５年度から令和７年度）

（千円）

令和5年度 令和6年度 令和7年度 合 計

指針に基づく改定 1,483,069 1,646,898 1,628,035 4,758,002

改定見送り 1,588,876 1,753,190 1,737,430 5,079,496

差額 105,807 106,292 109,395 321,494

令和5年度 令和6年度 令和7年度 合 計

指針に基づく改定 1,483,069 1,646,898 1,628,035 4,758,002

1%改定 1,562,424 1,726,617 1,710,083 4,999,124

差額 79,355 79,719 82,048 241,122

令和5年度 令和6年度 令和7年度 合 計

指針に基づく改定 1,483,069 1,646,898 1,628,035 4,758,002

2%改定 1,535,972 1,700,044 1,682,734 4,918,750

差額 52,903 53,146 54,699 160,748

令和5年度 令和6年度 令和7年度 合 計

指針に基づく改定 1,483,069 1,646,898 1,628,035 4,758,002

3%改定 1,509,521 1,673,471 1,655,384 4,838,376

差額 26,452 26,573 27,349 80,374
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多摩市国民健康保険所得階層別世帯の状況

各年度3月時点

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

0万円 7,224 30.92% 7,142 31.39% 7,022 31.48% 7,084 31.77% 6,836 30.78% 6,993 32.48%

0万円　～　　33万円 1,761 7.54% 1,707 7.50% 1,771 7.94% 1,808 8.11% 1,716 7.73% 1,614 7.50%

33万円　～　　50万円 891 3.81% 943 4.14% 937 4.20% 963 4.32% 992 4.47% 958 4.45%

50万円　～　100万円 2,605 11.15% 2,561 11.26% 2,513 11.27% 2,485 11.14% 2,417 10.88% 2,388 11.09%

100万円　～　150万円 2,931 12.55% 2,818 12.39% 2,701 12.11% 2,711 12.16% 2,671 12.03% 2,455 11.40%

150万円　～　200万円 2,213 9.47% 2,082 9.15% 2,016 9.04% 2,050 9.19% 2,138 9.63% 1,905 8.85%

200万円　～　300万円 2,644 11.32% 2,535 11.14% 2,428 10.88% 2,330 10.45% 2,535 11.41% 2,351 10.92%

300万円　～　400万円 1,254 5.37% 1,218 5.35% 1,224 5.49% 1,174 5.26% 1,229 5.53% 1,106 5.14%

400万円　～　500万円 664 2.84% 614 2.70% 626 2.81% 616 2.76% 582 2.62% 561 2.61%

500万円　～　600万円 355 1.52% 358 1.57% 303 1.36% 341 1.53% 346 1.56% 345 1.60%

600万円　～　700万円 218 0.93% 211 0.93% 215 0.96% 209 0.94% 214 0.96% 229 1.06%

700万円　～　750万円 76 0.33% 55 0.24% 77 0.35% 63 0.28% 81 0.36% 74 0.34%

750万円　～　800万円 52 0.22% 56 0.25% 49 0.22% 56 0.25% 55 0.25% 51 0.24%

800万円　～　850万円 44 0.19% 46 0.20% 44 0.20% 39 0.17% 46 0.21% 43 0.20%

850万円　～　901万円 37 0.16% 30 0.13% 38 0.17% 44 0.20% 28 0.13% 43 0.20%

901万円　～　963万円 45 0.19% 40 0.18% 40 0.18% 29 0.13% 35 0.16% 56 0.26%

963万円　～1026万円 29 0.12% 34 0.15% 34 0.15% 28 0.13% 25 0.11% 42 0.20%

1026万円以上　　　　　　 320 1.37% 303 1.33% 268 1.20% 271 1.22% 266 1.20% 317 1.47%

合計 23,363 100.00% 22,753 100.00% 22,306 100.00% 22,301 100.00% 22,212 100.00% 21,531 100.00%

※所得0円には、未申告の1人世帯含む。

令和元年度 令和2年度（9月末） 令和3年度（7月末） 令和4年度（10月末）
所得階層

29年度 30年度
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多摩市国民健康保険被保険者所得区分内訳
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第2期多摩市国民健康保険の運営に関する指針①

【指針の目的】
誰もが安心して医療をうけることのできる医療制度の根幹を支える国民健康

保険制度を維持していくため、財政の健全化を図るとともに、保険者機能を強
化し多摩市国民健康保険の安定的な運営をめざします。

【取り組みの方向性】
１．被保険者の健康の保持・増進
２．医療費の適正給付
３．財源の確保

この３項目の取り組みを推進して、保険者機能の強化を目指します。

【策定年月】
平成30年11月（計画期間：平成30年度から令和5年度）
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第2期多摩市国民健康保険の運営に関する指針②

【被保険者の健康の保持・増進】

多摩市は、生活習慣に関する疾病に係る医療費が非常に高額になって
います。多摩市データヘルス計画並びに多摩市特定健康診査等実施計
画に基づき、生活習慣に起因する疾病について、予防並びに重症化の予
防といった観点から、各種保健事業を実施し、被保険者の健康の保持・増
進を図るとともに、医療費の適正化に取り組んでいます。

【具体的な取り組み】

・特定健康診査の実施
・特定保健指導の実施
・糖尿病重症化予防事業の実施
・健診異常値放置者受診勧奨の実施 など
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第2期多摩市国民健康保険の運営に関する指針③

【医療費の適正給付】

東京都国民健康保険運営方針では、保険給付を適正に実施することが
求められています。保険給付の適正化の取り組みにより、国民健康保険財
政の健全化が図られるだけでなく、国保事業費納付金の算定にあたっては
各市町村の医療費水準が反映されることから、国保事業費納付金を抑え
る効果も期待できます。

【具体的な取り組み】

・診療報酬明細書（レセプト）点検の実施
・柔道整復師等療養費の適正化
・ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用促進 など
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第2期多摩市国民健康保険の運営に関する指針④

【財源の確保】

東京都国民健康保険運営方針では、「決算補填等を目的とする法定外
一般会計繰入等の解消・削減すべき赤字について、計画的・段階的な解
消が図られるよう取り組む必要がある」とされており、多摩市においても納税
環境の整備、保険税率の見直しなどを進め赤字抑制に努めてきましたが、
引き続き財源の確保に努め赤字を計画的・段階的削減することを目指しま
す。

【具体的な取り組み】
・納税環境の整備
・滞納処分の強化
・収納率の向上
・保険税率の見直し（毎年見直しを行い、改定率は前年度比4%増を基本）
※対前年度比4%増は、第2期運営指針の計画期間である6年間が対象
※改定にあたっては、社会情勢等を十分に考慮する

・法定外繰入の計画的・段階的削減（今後15年間を目途に削減） など
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保険税率等の見直しにあたってのポイント

【国民健康保険を取り巻く国の動向など】
・全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、給付と負担のバランスや
能力に応じた負担の在り方の検討
・国保財政を健全化する観点から、法定外繰入等の早期解消を促す
・保険料水準の統一
・令和4年度（2022年度）、令和6年度（2024年度）の社会保険適用拡大 など

【国保制度改革後の多摩市国民健康保険の取組み】
・「第2期多摩市国民健康保険の運営に関する指針」の策定

「被保険者の健康の保持・増進」、「医療費の適正給付」、「財源の確保」の3項目の取組
みを推進し、保険者機能強化を目指す
・保険税率は毎年見直し、改定率は前年度比4％増を基本とする

【社会情勢】
・新型コロナウイルス感染症の第８波により感染が再拡大。いまだ収束の見通しが立たない。
・原材料価格上昇等による物価上昇、実質賃金は減少が続き、家計に影響を与えている。
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保険税改定による世帯構成に応じた税額の変化①

ケース① 夫（45歳）・妻（38歳）・子（15歳） 三人世帯

給与収入 3,000,000円 総所得金額 2,020,000円

単位：円

合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

令和４年度 88,800 84,600 28,900 34,800 25,700 11,800 274,600

令和５年度（1％） 89,600 85,200 28,900 35,100 25,900 11,900 276,600

令和５年度（2％） 90,600 86,100 29,400 35,400 26,200 12,000 279,700

令和５年度（3％） 91,400 87,000 29,700 35,700 26,300 12,100 282,200

令和５年度（4％） 92,300 87,900 30,000 36,000 26,700 12,200 285,100

（参考）標準保険料率 127,300 145,200 42,900 47,300 38,900 17,900 419,500

医療分 後期支援金分 介護分
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保険税改定による世帯構成に応じた税額の変化②

ケース② 単身（30歳）

給与収入 １,000,000円 総所得金額 450,000円

単位：円

合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

令和４年度 1,100 14,100 300 5,800 0 0 21,300

令和５年度（1％） 1,100 14,200 300 5,800 0 0 21,400

令和５年度（2％） 1,100 14,300 300 5,900 0 0 21,600

令和５年度（3％） 1,100 14,500 300 5,900 0 0 21,800

令和５年度（4％） 1,100 14,600 300 6,000 0 0 22,000

（参考）標準保険料率 1,600 24,200 500 7,800 0 0 34,100

医療分 後期支援金分 介護分
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保険税改定による世帯構成に応じた税額の変化③

ケース③ 夫（61歳）・妻（58歳） 二人世帯
夫 給与収入 5,000,000円 妻 給与収入 1,000,000円

総収入 6,000,000円 総所得金額 4,010,000円

単位：円

合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

令和４年度 176,000 56,400 57,300 23,200 51,000 23,600 387,500

令和５年度（1％） 177,600 56,800 57,600 23,400 51,300 23,800 390,500

令和５年度（2％） 179,500 57,400 58,200 23,600 51,900 24,000 394,600

令和５年度（3％） 181,100 58,000 58,900 23,800 52,200 24,200 398,200

令和５年度（4％） 183,000 58,600 59,500 24,000 52,900 24,400 402,400

（参考）標準保険料率 252,300 96,800 85,000 31,500 77,100 35,900 578,600

医療分 後期支援金分 介護分
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保険税改定による世帯構成に応じた税額の変化④

ケース④ 夫（70歳）・妻（68歳） 二人世帯
夫 年金収入 2,000,000円 妻 年金収入 800,000円

総収入 2,800,000円 総所得金額 900,000円

単位：円

合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

令和４元年度 26,200 28,200 8,500 11,600 0 0 74,500

令和５年度（1％） 26,500 28,400 8,600 11,700 0 0 75,200

令和５年度（2％） 26,700 28,700 8,600 11,800 0 0 75,800

令和５年度（3％） 27,000 29,000 8,700 11,900 0 0 76,600

令和５年度（4％） 27,300 29,300 8,800 12,000 0 0 77,400

（参考）標準保険料率 37,600 48,400 12,600 15,700 0 0 114,300

医療分 後期支援金分 介護分
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保険税改定による世帯構成に応じた税額の変化⑤

ケース⑤ 単身（70歳）

年金収入 １,000,000円 総所得金額 0円

単位：円

合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

令和４年度 0 8,400 0 3,400 0 0 11,800

令和５年度（1％） 0 8,500 0 3,500 0 0 12,000

令和５年度（2％） 0 8,600 0 3,500 0 0 12,100

令和５年度（3％） 0 8,700 0 3,500 0 0 12,200

令和５年度（4％） 0 8,700 0 3,600 0 0 12,300

（参考）標準保険料率 0 14,500 0 4,700 0 0 19,200

医療分 後期支援金分 介護分



多摩市国民健康保険税額の推移
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単位：円

家族構成 収入 年間収入 総所得金額 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

夫(45歳) 給与収入300万円

妻(38歳) 0 218,300 240,500 240,500 251,600 258,600 269,100

子(15歳) 0

家族構成 収入 年間収入 総所得金額 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

単身(30歳) 給与収入100万円 1,000,000 350,000 17,900 19,100 19,100 19,800 20,100 20,800 20,800 21,300

家族構成 収入 年間収入 総所得金額 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

夫(61歳) 給与収入500万円

妻(58歳) 給与収入100万円

家族構成 収入 年間収入 総所得金額 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

夫(70歳) 年金収入200万円

妻(68歳) 年金収入80万円

家族構成 収入 年間収入 総所得金額 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

単身(70歳) 年金収入100万円 1,000,000 0 10,100 10,700 10,700 11,100 11,200 11,600 11,600 11,800

274,600

387,500

74,500

379,500

73,000

269,100

ケース②

ケース③
6,000,000 3,810,000 299,800

ケース①
3,000,000 1,920,000

ケース⑤

353,000 365,000 379,500

ケース④
2,800,000 800,000 60,000 65,700 65,700 68,400 70,200 73,000

335,600 335,600


